
   平塚市成年後見制度市長審判請求実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、認知症高齢者、知的障がい者又は精神障がい者の福祉の増進を図るた

め、民法（明治２９年法律第８９号）で定める成年後見制度について、老人福祉法（昭和

３８年法律第１３３号）第３２条、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第２８

条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第５１条

の１１の２の規定に基づき市長が行う後見開始、保佐開始、補助開始等の審判の請求（以

下「市長審判請求」という。）について必要な事項を定めるものとする。 

 （審判請求対象者） 

第２条 市長審判請求の対象者（以下「審判請求対象者」という。）は、原則として、本市に

住所を有する者（次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める者）のうち、判断

能力が不十分で、身寄りがない等の場合であって、当事者による審判の請求が期待できな

いと市長が認める者とする。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく保護を受けている場合 実施機

関が本市となる者 

（２） 措置入所者である場合（前号に掲げる場合を除く。） 本市が入所措置を行った者 

（３） 介護保険制度による被保険者である場合（第１号に掲げる場合を除く。） 保険者が

本市となる者 

（４） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）に基づく援護を受けている場合（第１号に掲げる場合を除く。） 実施主体

が本市となる者 

２ 前項各号に掲げるもののほか、審判請求対象者と市長が認める基準については、生活保

護法に基づく保護の実施責任の例によるものとする。 

 （市長審判請求の要請） 

第３条 次に掲げる者は、審判請求対象者がいると判断したときは、市長に対し市長審判請

求を行うよう要請することができるものとする。 

（１） 審判請求対象者の日常生活の援護者（親族以外の者に限る。） 

（２） 児童委員及び民生委員 

（３） 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に定める社会福祉事業に係る施設等の長又



は福祉事務所の長 

（４） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）に定める介護保険施設その他これに類する

施設の長 

（５） 地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）に定める保健所の長 

（６） 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に定める病院又は診療所の長 

２ 前項の規定により市長審判請求の要請をしようとする者は、審判請求対象者に係る市長

審判請求の可否その他市長審判請求の手続きについて、平塚市成年後見利用支援センター

（平塚市成年後見利用支援センター設置規則（平成２６年規則第４０号）の規定により設

置する平塚市成年後見利用支援センターをいう。）へ事前に相談し、センター長が決めた日

までに、検討の調整を依頼しなければならない。ただし、虐待等、緊急な理由があると市

長が判断した場合は、この限りでない。 

３ 前項本文の場合において、市長審判請求の要請をしようとする者は、要請書（第１号様

式）に、意見書（前項の規定による依頼の結果が記載されているものをいう。）を添えて、

市長へ提出しなければならない。 

４ 第２項ただし書の場合において、市長審判請求の要請をしようとする者は、要請書を市

長へ提出しなければならない。 

（市長審判請求の担当課） 

第４条 前条に規定する要請書の提出があった場合には、原則として、次の各号に掲げる審

判の請求の区分に応じ、当該各号に掲げる課（以下「担当課」という。）が、成年後見調整

会議に意見を聴く手続を行うこととする。 

（１） 老人福祉法第３２条の規定による審判の請求 高齢福祉課 

（２） 知的障害者福祉法第２８条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５１条

の１１の２の規定による審判の請求 障がい福祉課 

（市長審判請求の決定等） 

第５条 市長は、第３条に規定する要請を受けたときは、成年後見調整会議において、次に

掲げる事項を確認し、及び総合的に考察し、市長審判請求の可否を決定するものとする。 

（１） 審判請求対象者の事理を弁識する能力の程度 

（２） 行政等が行う各種施策及びサービスの活用による審判請求対象者に対する支援策の

効果 



（３） 審判請求対象者の親族の存否、当該親族による審判請求対象者保護の可能性及び当

該親族が審判の請求を行う意思の有無 

（４） 審判請求対象者の生活、資産及び収入状況 

（５） 望ましい後見候補者及び当該候補者を選んだ理由 

２ 市長は、市長審判請求の決定の結果を、成年後見制度における市長審判請求要請に関す

る決定通知書（第２号様式）により当該要請人に通知するものとする。 

３ 成年後見調整会議において、必要と認めるときは、第１項各号に掲げる事項及び市長審

判請求の可否のほか、次の各号に掲げる事項を検討する。 

（１） 財産管理、契約を伴うサービスの必要性等、審判請求対象者の福祉を図るために必

要な支援策 

（２） 審判請求対象者の置かれている状況等から緊急に対応が必要な場合は、関係法令に

基づく入所等の措置 

 （費用負担） 

第６条 市長は、市長審判請求について、家事事件手続法（平成２３年法律第５２号。以下

「法」という。）第２８条第１項の規定により、審判の請求に要する費用（以下「審判請求

費用」という。）を負担するものとする。 

 （審判請求費用の求償） 

第７条 市長は、原則として、前条の規定に基づき負担した審判請求費用について当該審判

請求費用の求償権を得るため、法第２９条第１項の規定により、審判請求対象者に当該審

判請求費用を負担させる旨の申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。 

 （利息） 

第８条 前条の規定に基づき審判請求対象者が負担する審判請求費用に対する利息は、無利

息とする。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、市長審判請求に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 平塚市成年後見制度運営事業実施要綱（平成１８年１０月１日施行。次項において「旧



要綱」という。）は、廃止する。 

３ この要綱の施行の際現に旧要綱の規定によりされている審判の請求及び審判の請求に係

る申立ての要請については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年３月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年１月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に改正前の平塚市成年後見制度市長審判請求実施要綱第３条第２

項の規定により要請書を提出した者については、なお従前の例による。 


